
   
 
 
 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年（令和 6年）12月号 
 

小さくても一流企業であるために           人事・労務に役立つ NEWS ＬＥＴＴＥＲ  

12  
2024 

２０２５年１月２０日から、離職票をマイナポータル
で受け取れるようになります。 
今月１２月２日から保険証の発行がなくなり、マイナ

保険証が本格稼働。マイナンバーカードやマイナポータ
ルの実効性がいよいよ高まってきています。 
近年郵便事情は悪化の一途を辿っています。標準配達

日数は、翌日届いていたものが翌々日となり土日の配達
はなくなりました。マイナポータルを利用すれば、離職
票の郵送を待つことなく、ハローワークでの審査が終了
次第、自動的に本人のマイナポータルに送信されます。 
これを機に従業員の皆さんにも是非、マイナンバーカ

ードの活用およびマイナポータルの利用手続きをお勧め
致します。 

令和 7 年 1 月から 希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送
付するサービスを開始します（厚労省が被保険者向けのリーフレットを公表） 
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相談しやすい、分かりやすい 

信 頼 と 安 心 を お 届 け し ま す 

きりん事務所では、ご希望により退職者ご本人宛に離職票をご郵送するサービスを無償でご提供しており
ますが、送付後にあて先不明で戻ってきてしまうケースもしばしばあります。また郵便料金の高騰による負
担も大きく、ご本人宛直送のサービスを有償にせざるを得ない状況に耐えているところです。 
マイナポータルでの離職票の受け取りがスムーズに進むよう、ご協力下さいますようお願い致します。 

https://www.sr-kirin.jp/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般労働者の集計 総支給額 所定内給与 特別＋所定外 前年比 
調査産業合計 374,654 364,073 38,584 ２．６% 

建設業 389,242 381,049 34,933 １．７% 

運輸業 376,163 367,695 60,392 ３．９% 

製造業 365,111 357,369 42,958 ３．２% 

医療・福祉 334,329 329,847 24,653 ０．８% 

飲食・サービス 328,458 308,525 45,503 ５．８% 

令和６年度補正予算成立 一般会計歳出総額 １３兆９，４３３億円 
厚労省は約８，５００億円計上 

 

令和６年１２月６日に公表された毎月勤労統計調査結果をご報告します。（事業所規模５人以上） 
パートタイマーを除いた一般労働者の数値結果です。４３か月連続増加、前年比２．６％増となりましたが、
令和２年平均を１００とした実質賃金指数では、８２．９％と厳しい数値となっております。 

◆ジェームズ・アレンの名言◆ 人は心の中で考えたとおりの人間になる ◆◆◆ 
名言というより、ジェームズ・アレンの代表作の題名です。私はこの本と「原因と結果の法則」とい

う本が大好きで、併せて１０回は読み返しました。心の持ちようで運命が大きく変わるのは間違いない

と確信していますが、心を整えるのは簡単な事ではないですね。１２月になると年初に書いた書初め通

りの１年になれたか、来年は何を書こうかと考え始めます。１年間が１２か月あることも不思議です。

毎月の始まり、毎年の始まり、「よし」と思うチャンスに何か一つでも成長していきたいですね。 

 

厚生労働省は、雇用の安定や生産性向上などに取り組む企業に対して助成金を実施しています。 
ストレートに賃金の底上げを実施する企業に支給する業務改善助成金や、働き方改革推進支援助成金のように、
賃上げを合わせて実施すると助成金の支給額を増額するものもあります。 
キャリアアップ助成金は、正社員に転換し、３％の賃上げを実施した企業に対して支給されます。 
昨年支給額が大幅に増額し、制度導入後最初の１人目は１００万円、２人目以降は８０万円となっています。 
30 年前の日本では、非正規雇用の割合は男性 8.7%、女性 36%でしたが、現在の雇用情勢では、男性 22.9%、

女性 56%が非正規雇用となっています。国はこの状況を改善するため、正社員転換に前向きな企業に対して助成
金を支給し、将来に不安を抱える非正規雇用から正規雇用への転換を奨励しています。 

 

勤労統計 

実質賃金 

10 月分 

令和６年度補正予算案が令和６年 11月 29日、閣議決定されました。厚生労働省については、8500億円
が計上されています。なお、財源については、５割弱の６兆 6900億円が赤字国債で賄うということです。 

 １．医療・介護・障害福祉分野の更なる賃上げの支援等・・・２８６１億円 

２．持続的・構造的賃上げに向けた支援等・・・３１３億円 

３．医療・介護ＤＸ等の推進・・・１４４７億円 

４．国際保健・次なる感染症に備えた対応等・・・１０２２億円 

５．国民の安心・安全の確保・・・２２０５億円 

６．創薬力強化に向けたイノベーションの推進・・・４４２億円 

持続的・構造的賃上げに向けた支援等の予算３１３億円については、 
業務改善助成金やキャリアアップ助成金正社員化コースの財源とな 
ってくるでしょう。助成金の財源は上記の一般会計のほか、労働保険 
特別会計から３８億円が歳出されます。 
 ･････････････････････キャリアアップ助成金正社員化コース････････････････････ 

計画申請 規程整備 正規転換 6ヶ月経過 支給申請

まずは計画申請から。助成金要件をクリアすべく整えていくと自然と雇用環境を整えていく事が出来ます。 
厚生労働省の力を借りて、一石二鳥にも三鳥にもなります。ご興味があればご相談下さい。 


